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銚 子 労 働 基 準 監 督 署 
 

9 月は全国労働衛生週間準備期間です 
～推してます みんな笑顔の 健康職場～ 

 

（１）銚子監督署管内における労働災害発生状況 
令和６年（7 月末日現在）における銚子監督署管内（銚子市・旭市・匝瑳市・東庄町）の休

業４日以上の労働災害の発生状況（新型コロナウイルス感染を除く。）は、97 件と前年同期比+５件

（+5.4%）の状況となっております。中でも、高年齢労働者の転倒災害が多発しています。 

第 14 次労働災害防止計画では、「死傷災害について、2021 年までの増加傾向に歯止めを

かけ、死傷者数については、2022 年（※銚子署管内 172 件発生）と比較して 2027 年まで

に減少に転じさせること」を目標としております。なお、計画初年度であった昨年は、残念な

がら、2022 年と比較して死傷災害が増加（+10 件）しております。 

事業場の皆様におかれましては、引き続き、「エイジフレンドリーガイドラン」や「エイジフ

レンドリー補助金」をご活用いただき、高年齢労働者の労働災害防止対策をはじめ、労働災害

の防止に向けた取組を積極的に進めていただきますようお願いいたします。 
 

 

エイジフレンドリーガイドライン ⇒        エイジフレンドリー補助金 ⇒ 

 

 

（参考）エイジフレンドリー補助金活用好事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministry of Health, Labour and Welfare 

厚生労働省 

銚 子 労 基 署 た よ り 

 

※申請書受付期間 

令和 6年 10月 31日までとなっています。 



 

（２）９月は全国労働衛生週間準備期間です 
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場

環境の改善など、『労働衛生』に関する国民の意識

を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健

康を確保することを目的として毎年実施してい

ます。 

 

《令和６年度の全国労働衛生週間の概要》 

○実施期間：令和６年 10 月１日(火)～７日(月)  

〔準備期間：令和６年 9 月 1 日～30 日〕 

 

○全国労働衛生週間スローガン： 

「推してます みんな笑顔の 健康職場」 
 

 
※詳細（実施要綱等）につきましては、 

以下をご参照下さい。 

 

（厚生労働省ホームページ）  ⇒       

 

 

 

 

 

 

（３）「新たな化学物質規制に関する説明会」のご案内 
令和４年５月に改正された労働安全衛生法の関係政省令により、職場における化学物質規制

が大きく変わります。 

今回の改正により、これまで特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等による規

制対象となっていなかった物質の対策が強化され、今後は事業者が危険性・有害性の情報に基

づくリスクアセスメントの結果をもとに、労働者への危険性・有害性の情報伝達、ばく露防止の

ために講ずべき措置を適切に実施していただくことになります。 

銚子監督署では、「新たな化学物質規制に関する説明会」を以下の日程で開催しますので、化

学物質を取り扱う事業場の皆様におかれましては、ぜひご参加ください。（なお、受付サイトで

の申し込み期限は９月３日まで（※３日以降は直接監督署あてご連絡ください。）と大変短くなっておりま

すので、ご注意ください。） 

 

（日時）令和６年９月 10 日（火）14:00～15:40  

     

（場所）銚子労働総合庁舎 ３階会議室 

    銚子市中央町 8-16 

 

（内容）「これから進める化学物質対策」 
（令和６年４月１日から施行された労働安全衛生規則等の改正について） 

（講師：中央労働災害防止協会） 

 

【申込方法】 
以下のＱＲコードまたは「労働局説明会受付サイト」 
（https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/） 
よりお申し込みください。 
 
（QR コード）          

 
 
 

https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/

